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1．はじめに
教育現場では、滋賀県大津市で中学 2年生の男子
生徒が自殺した事案 17）に見られる「いじめ問題」、
大阪市立桜宮高校の男子生徒の自殺事案 25）に見ら
れる「体罰問題」をはじめとし、改善・解決しなけ
ればならない課題が山積している。国においは、教
育体制の構築、教育再生の実行を最重要課題の一つ
として捉え、内閣総理大臣直轄で有識者からなる
「教育再生実行会議」をすでに 15回開催し、第 4次
提言までを行っている 3,27）。
また、文部科学省では、そういった危機的状況に
ある学校教育を支えるための「教員の養成」「学び
続ける教員像の確立」を課題と捉え、教職生活全体
を通じた一体的な改革、学び続ける教員を支援する
仕組みづくりを進めようとしている 24）。そして、
中央教育審議会答申 24）の中で「教員採用選考にお

いて、養成段階における学習成果の活用など、大学
と教育委員会との連携が不十分である」と、養成段
階での学習成果が採用選考試験において必ずしも問
われていないこと、また、教員としての資質能力の
養成が大学の教職課程に求められていることを指摘
している。さらに、「全ての教職課程認定大学につ
いて、教育の質向上及び社会に対する説明責任を果
たす観点から、教員養成の理念、養成する教員像、
教職指導体制、教員組織、カリキュラム、学生の教
員免許状取得状況や教員就職率等、情報の公表を検
討する」としており、大学における教職課程の質保
証及び説明責任が問われている。
本学においては、前身の高等師範学校、東京教育
大学、そして筑波大学として、全国各地へ保健体育
科の教員を輩出し、教育界のリーダーとして日本の
体育・スポーツを牽引してきた実績がある。しかし、
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少子化により教員定数が減少してきたことや、一般
企業への就職者の割合が高くなったこともあり、教
職に就く学生が減少してきている。入学した体育専
門学群生の教職課程履修率は、毎年 90％以上であ
るのに対し、平成 24年度の教員の正規採用者は
4.9％と、かなり低いことが分かる。
現在、教員採用選考試験については、各地方自治
体の主催により、47の都道府県と 20の指定都市、
計 67の自治体で行われている 7）。そこでは、学校
現場で働ける教員としての資質を兼ね備えた人材の
獲得が求められるため、試験方法や内容が多様化し
てきている。表 1 は、京都市における採用試験の内
容であるが、1次試験のみならず、2次試験を通し
て筆記試験以外の様々な内容が課せられている。大
学における教職課程の講義内容だけでは対応できな
い状況にあり、それ以外の力が問われていると言え
よう。
これらに対する本学での学生支援としては、キャ
リア支援室・学生部就職課主催による退職校長を擁
した面接相談、教職関係ガイダンス等が行われてい
るが、授業、研究、部活動の練習等で特に多忙な体
育系の学生にとっては、予定が分かっていても参加
できなかったり、その情報さえも得ていなかったり
する者も見られる。
また、授業においては、キャリア支援の科目の中
で教員の OB・OGを招いて体験談を聞く「スポー
ツキャリア形成」や、保健体育教師としての仕事に
ついて理解を深め、教員採用試験の内容に触れる
「保健体育教師論」などの授業が設定され、教職に
就こうとする意識の向上への取組や、教員採用選考
試験対策が図られているが、上記のような現状を考
慮すると、更なる支援が必要である。
さらに、今年度から設置した体育系教職サポート
ルームにおいては、面接練習や模擬授業、指導案作
成を行うために 30回以上来室した学生もおり、教
員採用試験対策へのサポートのニーズが高いという

ことも分かった。
以上のようなことから、本研究では、文部科学省

における教員採用選考に関する答申、審議のまとめ
等の内容を総括し、国が求めている教員採用選考の
在り方とその背景について考察する。また、自治体
においてどのような教員採用選考が行われているか
その動向を探り、選考までにどのような力を身に付
けておけばよいのかについて検討する。さらに、教
職課程をもつ大学としての質保証及び説明責任の観
点からも、一定の教員採用数を確保するための教職
サポートの在り方について検討する。

2．方 法
1） 文部科学省のホームページから、教員採用に関
する答申、審議のまとめの内容について情報収
集を行い、国としての教員採用選考に関する動
向について検討する。

2） 文部科学省のホームページで公表されている、
「公立学校教員採用選考試験の実施状況について
（平成 20年度～平成 24年度）」7）「公立学校教員
採用選考試験の実施方法について（平成 20年
度～平成 25年度）」11）の統計データについて調
査し、各自治体における教員採用選考試験の実
施状況及び今後の動向について検討する。

3） 体育系教職サポートルームにおける相談及び面
接、模擬授業、集団討論の練習への参加状況を
把握し、教職サポートの成果と課題について検
討する。

3．結果と考察
1）	 文部科学省の教員採用選考に関する答申、審議
のまとめ等の概要
文部科学省ではこれまでに、表 2に示すような、
答申、審議のまとめ等を各自治体に提示し、教員採
用選考試験に関する改善を促してきた。
昭和 61年（1986年）4月の「臨時教育審議会第

表 1　京都市における教員採用選考試験科目
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2次答申」26）においては、選考方法を多様化する観
点から提言がなされ、加えて初任者研修制度等の導
入も盛り込まれた。その背景の一つとして、教員の
採用人数の増加が挙げられる。1960年代後半から
1970年代前半は第 2次ベビーブームによって出生
数が増加したため、就学年齢となった 1980年代前
半から 1980年代後半にかけての児童・生徒数も増
加した。それにより、教員需要が増し、大量採用に
よる教員の質の低下が懸念されることから採用方法
の改善が求められたといえる。
その進捗状況を整理し更なる改善を図る趣旨か
ら、10年後の平成 8年 4月に「教員採用等の改善
について（審議のまとめ）」19）が報告され、ここで
は主に、採用選考試験における知識偏重の是正が示
されている。その背景の一つとしては、教員採用人
数の減少が挙げられる。これは、平成 3年度にそれ
までの教職員配置改善計画が終了したうえに、それ
以降、児童生徒数や退職者の減少が続いたことに拠
るものである。教員採用選考試験の 1次選考は、筆
記試験が主であり知識が問われる内容である。採用
予定数が減少すると、1次選考の合格者数もおのず
と減少するため、教員としての資質を持ち合わせて
いながら人物重視の 2次選考に残れない者がでてく
る可能性が高くなるといえる。そこで、単に知識量
を問うのではなく、教育的実践力を見極めるような
採用選考試験の形が求められたといえる。
平成 11年 12月の「養成と採用・研修との連携の

円滑について」20）、平成 14年 2月の「今後の教員
免許制度の在り方について」22）においては、選考
するにあたり自治体が求める教員像を明確にし、よ
り多面的な人物評価を行うようにするということが
示された。ここでは、大学の新卒者・大学院修了者、
教職経験を有する者、民間企業等への勤務経験者、

社会人等のそれぞれに応じた選考方法についての検
討の必要性が述べられている。これらの背景として
は、学校現場での諸問題の多様化・複雑化が挙げら
れる。不登校、いじめ、校内暴力といった諸問題に
柔軟に対処していけるような力が問われ、より多様
な人材確保が求められるようになったといえる。
平成 18年 7月「今後の教員養成・免許制度の在

り方について」23）では、面接試験や模擬授業、場
面指導等の実施により、多面的な人物評価を一層充
実させることや、ボランティアやインターンシップ
等の諸活動の実績を積極的に評価することが示され
た。これについては、大量採用された世代の教員が
退職することを見据え、大量採用時代を迎えること
による教員の質の低下を懸念したといえる。
平成 24年 8月「教職生活の全体を通じた教員の

資質能力の総合的な向上策について」24）において
は、選考方法を一層改善すると共に、30代、40代
の積極的採用を推進することが示された。選考方法
については、教職大学院への進学を促進するため
に、試験内容を改善したり、選考合格者の名簿登載
期間延長の取組を促進したりすることが示された。
その背景の一つとして、教員採用後の離職率の増加
が挙げられる 21）。一般的な地方公務員の条件附採
用期間が 6ヶ月なのに対し、教員は 1年間の勤務が
対象になり、そのなかで良好な勤務成績を収めた者
が正式採用となる。その 1年間の中で依願退職する
教員の割合は、平成 13年が 0.45％だったのに対し
平成 23年度には 1.11％とここ 10年で 2倍以上に
なっている 21）。その中でも、精神疾患を理由とす
る者が多く、実際に学校現場に出て、教員という仕
事に対応できない者が増加していることが分かる。
学校現場に出る前に、しっかりと教員としての資
質、能力を身に付けることが求められているのであ

表 2　教員採用選考に関する答申、審議のまとめ



116 三田部勇

る。また、30代、40代の積極的採用については、
教員の年齢構成が関係している。図 1は、平成 23
年 3月 31日現在の小・中学校年齢別教員数を示し
ているが、大きな山である 50代の教員が退職した
後に学校現場を支える 30代、40代の教員が少ない
のが分かる 24）。また、教職経験の浅い教員が増え
ることから、その指導的立場の人材が必要であり、
求められているといえる。高等学校も数年のずれは
あるものの、小・中学校の教員の状況に準じると考
えられる。
以上のことから、総じて、採用選考試験において
は、より人物重視の姿勢が求められており、多様な
採用選考試験の形態が各自治体で展開されている。

2）教員採用選考に関する動向
①公立学校教員採用選考試験の実施状況について 7）

受験者数は図 2に示すとおり、すべての校種にお
いて緩やかに推移しており、総合的にみると平成
22年度採用者から増加傾向にある 10）。採用者数に
ついては図 3に示すとおり、すべての校種において
増加傾向にあり、総じてここ 10年間は右肩上がり
である 10）。こうした状況から、図 4に示すとおり、
競争率は各校種とも低下傾向にある 10）。

②公立学校教員採用選考試験の実施方法につい	
て 11）

a　筆記試験
筆記試験は「一般教養」「教職教養」「専門教養」

図 1　公立小・中学校年齢別教員数（全国）

※ 　「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）」（文部科学省中央教育審議会：平成
24年 8月 28日）における参考資料「公立小・中学校年齢別教員数」を基に著者作成

図 2　教員採用選考試験受験者数の推移（全国）

※ 　「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」（文
部科学省：平成 15年～平成 24年度）のデータから著
者作成

図 3　教員採用選考試験採用者数の推移（全国）

※ 　「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」（文
部科学省：平成 15年度～平成 24年度）のデータから
著者作成
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に分かれており、ほぼすべての自治体で実施されて
いる。これらは、1次試験で行われるものがほとん
どであり、まずは、知識を求められるといっても良
い。その内容については、自治体によって様々であ
る。
b　面接
図 5に示す通り、個人面接については、人物重視
の観点からすべての自治体で実施している 12,14）。平
成 25年度採用では、1次試験で行う自治体と 1次・
2次両方で行う自治体が増えており、筆記試験と合
わせてより教員としての資質を査定される傾向にあ
ると言える。また、多方面からの人物評価という観
点から、90％以上の自治体が面接官として民間人の
起用を行っている。自治体の職員の他に、一般企業
の人事担当や保護者代表等を起用することで、様々
な視点から人物評価を行っているといえる。

c　小論文・模擬授業・場面指導・指導案作成
図 6に示すとおり、指導案作成は減少したものの、

模擬授業を行う自治体は 80％を超えている 12,15）。
また、場面指導についても、平成 25年度採用から
実施する自治体が増えており、より教育的実践力が
問われているといえる。

d　実技
表 3に示したように、10教科において、それぞ
れ実技試験が課せられている 13）。特に、保健体育
と英語については、ほとんどの自治体で実施されて
おり、知識や人物重視の他に、実技能力の専門性が
必要とされており、一定水準の技能が身に付いてい
なければ教員にはなれない現状にある。

③今後の教員採用
図 7は、文部科学省が平成 23年に発表した教員

採用の見込み数である 8,9）。これを見ると、今後は
大量退職の時代を迎えるため、その退職教員数を補
うために教員採用数が一定年数は増加していくと考
えられる。しかし、少子化等の問題から、児童生徒

図 4　教員採用選考試験競争率の推移（全国）

※ 　「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」（文
部科学省：平成 20年度～平成 24年度）のデータから
著者作成

図 5　教員採用選考試験における面接の実施状況（全国）

※ 　「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」（文
部科学省：平成 20年度～平成 25年度）のデータから
著者作成

図 7　教員採用見込み数（全国）

※ 　「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」（文
部科学省：平成 22年度・平成 23年度）のデータから
著者作成

図 6　教員採用選考試験内容（一般・教職・専門教養以外）

※ 　「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」（文
部科学省：平成 20年度～平成 24年度）のデータから
著者作成
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数及びそれに伴う学級数の減少により、採用数もま
た減少傾向に転じることが予想される。

3）保健体育科の教員採用選考に関する動向
保健体育科教員の採用に限定して考えると、その
根拠となる採用に関する詳細なデータは公表されて
はいないが、これまで述べた全体の実施状況及び実
施方法の傾向に準じて考えることができる。ただ、
保健体育科の教員定数は、国語や数学といった教科
に比べ、もともと少ないため、採用状況は厳しいと
考えられる。例えば、平成 24年度採用選考試験に
おいて、全校種・全教科を含んだ全体の競争率が 5.8
倍であった 15）のに対し、宮崎県の平成 26年度採用
選考試験においては、中学校保健体育科教員は 18.7
倍、高等学校保健体育科教員では 19.2倍となって
いる 6）。
また、生徒数及び学校数、退職者数は各自治体に
よって様々であり、それによって採用人数も変動し
てくる。平成 26年度採用選考試験の茨城県の中学
校保健体育科の 10.6倍、神奈川県の高等学校保健
体育科の 12.1倍など、先に述べた宮崎県と比較す
ると低い倍率である 1,2）。しかし、それでも 10倍以
上の競争率はあるので、どの自治体を受験するにし
ても採用選考試験に対する取組を強化していかなく
てはならないといえる。
筆記試験では「専門教養」において、保健体育に

関する幅広い知識が求められる。主な出題内容は、
文部科学省から示されているものであれば、学習指
導要領、答申及び報告書等であり、その他日本赤十
字社・厚生労働省・学校保健会等から出されている
報告書やマニュアル、各運動競技のルール等出題範
囲は膨大である。これらは、大学の授業だけで習得
できるような内容ではなく、特に、教育時事的な内
容は毎年変化するものであり、体育・スポーツに関
する情報収集をしておくことが重要になってくる。
また、各競技のルールも改正されることが多いの
で、自分が専門とする競技のみならずそれ以外の競
技のルールの変更について正しい知識を身に付けて
おくことも必要であると考える。
面接については、体育教師としてある前に、一教
師として様々な諸問題に対応できるかどうかが問わ
れる。集団面接や討論においては、協調性や積極性
を評価の観点としている自治体が多く、一教員とし
て学校組織の中で他の職員と協調性をもって生徒の
指導にあたれる人物であるのか、また、協調性を大
事にしながらも自分の考えをしっかりともって教育
に携われるのかということが問われている。個人面
接においては、より掘り下げた質問がなされ、学級
経営の視点、生徒指導、保護者対応等についてどの
ような考えをもっているのかを質問されることが多
い。さらに、保健体育科の教員としては、運動部活
動の経営方針について問われることになる。その際

表 3　教員採用選考試験　中学校・高等学校の実技試験実施状況
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に、自分ができるということよりも、生徒をどう育
成するかといった「指導」という視点に立てるかと
いった部分を評価されることが考えられる。面接で
は、競技者ではなく、指導者、一教師としてどうあ
るべきかが大きく問われるといえよう。
模擬授業及び指導案作成については、熊本県や千
葉県のように運動分野の指導場面を想定する自治体
もあるが、ほとんどが保健分野の授業について実施
されている。どの範囲を行うかについては、神奈川
県のように自分で選択できる自治体と、京都市のよ
うに試験当日に提示される自治体とに別れる。自分
で選択できる場合は、準備をしていくことができる
が、導入の方法、課題提示、板書構成、発問等考え
る内容が多く、大学の授業で行った模擬授業や教育
実習の経験だけでは対応できないであろう。現場経
験が無い学生は、一緒に受験することになる常勤・
非常勤講師などの教職経験者と比較すると、圧倒的
に不利なのは目に見えており、継続的な模擬授業の
実施が必要になってくると考える。また、指導案作
成については、国立教育政策研究所から示されてい
る「指導と評価の一体化」の考えに基づくことが求
められるが、ほとんどの学生がそれを示してある資
料 3,4）の存在について知らない現状にある。教育実
習において指導案の作成は経験しているものの、そ
の形式や考え方は各学校によって異なっているの
で、採用選考試験を考えた場合は、国が示している
考え方について共通に学ぶ機会が保証されなければ
ならないと考える。
小論文・場面指導に関しては、特に保健体育科教
員としての考えを求められるのではなく、一教員と
して、様々な教育問題や生徒指導上の問題にどう対
処していくかが問われている。小論文に関しては、
その制限字数によるが、序論・本論・結論または起・
承・転・結での書き方のスタイルを身に付けておく
ことが重要である。テーマがどのようなものであっ
ても、自分の書くスタイルに当てはめて考えること
ができる。場面指導については、日頃から、教育問
題に関して自分の考えをまとめておく作業をするこ
とが重要になる。そうすることで、様々なテーマに
対応できる力を身に付けることが期待できるであろ
う。
実技に関しては、主に器械運動、陸上競技、水泳、

球技、武道、ダンスが行われており、1次試験に行
う自治体と 2次試験に行う自治体とに分かれる。ま
た、器械運動、陸上競技、水泳については行う種目
を限定する自治体が見られる。球技や武道では種目
を指定または選択、ダンスについては即興表現を課
題とする自治体が見られる。ここでは、学校現場で

直接生徒に指導する体育分野の幅広い技能が問われ
る。本学で行っている実技検定をクリアするととも
に、受験する自治体で行う種目について継続的な練
習が必要になる。そのためにも、一般学生へ開講し
ている体育授業を含め、採用試験を受験する年度で
の計画的な実技関連の授業履修が必要であり、ま
た、継続的な練習が行えるような場所と指導者の確
保が重要である。
4）教職サポートの在り方の検討
教員採用選考試験に向けて本学体育系で行った今
年度のサポートは、①勉強会、②教職サポートルー
ムでの対応、③ 3名の大学教員および大学院生の協
力のもと行った実技練習に大別できる。
①勉強会について
体育専門学群生 3年生以上を対象に、教職・教育
実習委員会所属の教員 2名が中心となり、自由参加
の勉強会を行った。そこでは、同じ自治体を受験す
る学生同士のネットワークづくり、面接についての
指導、論作文の書き方についての指導、問題の提供
等を行った。4月当初第 1回目の参加は 50人程度
であったが、各講義の開始や教育実習等と相まっ
て、参加者は減少し常時参加者は 10名程度に止まっ
た。受験者同士のネットワークをつくり、情報を共
有し試験内容への対策を明確にしていくことはでき
たが、学生にとって有益である情報提供を今後検討
する必要がある。また、時間を昼休みに設定して
行ったが、保健体育科の課題について総合的に学ぶ
講義科目として授業時間に設定し、学生が容易に参
加できるようにする必要がある。
②教職サポートルームでの対応
体育系サポートルームは今年度の 6月に設置さ
れ、過去の試験問題の提供、各種資料の提供、問題
集及び参考書の貸出、個人及び集団面接・討論の練
習、論作文の添削指導、模擬授業・場面指導・指導
案作成への助言指導等を行ってきた。
過去の問題については、昨年度の各自治体で実施
した採用試験問題のフォーマットそのものを学生課
のファイリングから移行し、学生が自由に問題に取
り組める環境を整備した。学生によっては、自分が
受験する自治体以外の問題にも計画的に取組、幅広
く知識を身に付けるために効果があったと答える者
も見られた。今後は、これらを紙ベースではなく、
PDFでデータ化し、いつでも学生が取り出せるよ
うなシステムの構築が必要であると考える。
各種資料提供においては、昨年来武道必修化に関
する社会の動向やその対策について関心が高かった
ため、文科省からの報告書「学校における体育活動
中の事故防止について」16）の情報提供を行い、具
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体的に重要視されるであろう内容について指摘して
きた。そのなかから、1次試験の専門教養で茨城県
においては 5題、富山県においては 2題出題された。
また、体罰問題に関しては、3月に文部科学省から
各自治体へ体罰防止の通知 18）が発出されており、
その内容についても問題形式にして学生に示したと
ころ、茨城県のように通知文をそのまま引用して出
題している自治体もあった。これらの、資料や通知
に関しては、保健体育や教職に関するものでありな
がら、大学の授業の中では取り扱われていない内容
である。今後も、教育時事への学生の注意喚起を促
すと共に、サポートルームにおいても情報提供する
必要がある。また、授業の中での取り扱いについて
も提案していかなければならないと考える。
個人及び集団面接については、個人対応で VTR

を活用しながら自己の話し方や癖について客観的に
捉えさせ、その上で改善していくという方法で練習
を行った。自分の姿や特徴をつかむ上では有効で
あったと答える学生もいたが、面接官がサポート
ルーム担当に限られたため、助言指導が多面的に行
えなかった。ほとんどの自治体が取り入れている民
間人による面接にも対応できるよう、今後は、様々
な立場から評価、助言できるような面接練習の形態
をとる必要があるといえる。
集団討論においては、学生同士でペアを組み、ア
ドバイスをし合う形で行った。討論の形式を体験す
ることはできたが、意見や感想を述べるだけにとど
まってしまい、討論を行い集団としての考えをまと
めるまでは至らなかった。途中から、他学の学生や
中・高等学校の非常勤講師を経験している卒業生が
入ることで、議論がやや活発化した傾向にあったた
め、様々な立場の受験生を含んだ形で行うことが有
効な練習につながると考える。
模擬授業、場面指導については、個別に対応する
と共に、受験生同士で指導場面を見て助言し合う活
動を行った。指導場面を様々な目で見て助言をする
のは、その後の改善につながっていくものであっ
た。個別でみると、これまでに教育実習以外に何ら

かの指導経験がある学生と、そうでない学生の指導
言葉の使い方の差は歴然としていた。そこから、受
験するまでに何らかの形で学校現場やボランティア
等で、集団を掌握するような経験を積むことが必要
であると考える。ただし、本学の学生は授業と部活
動、研究で多忙な環境にある。そこをクリアする意
味でも、学校現場へ出て行うボランティアでの活動
を単位化するといったことが必要だと考える。ま
た、保健の模擬授業では、課題や押さえるべき知識
を黒板または白板に書くことになり、生徒から見や
すい板書構成が求められる。学生によっては、字を
丁寧に綺麗に書くことはもとより、書き順の間違い
も見られた。これは、指導計画や指導方法を考える
以前の問題であるので、試験前に慌てることのない
よう、日頃から正確に字を書ける練習をしておく必
要がある。
指導案の作成については、評価規準、評価時期、
指導と評価の一体化についての学生の理解が乏し
く、個別対応を行った。指導案作成は、ほとんどの
自治体で 2次試験に行われるものであるが、1次試
験が実施される前から作成の機会をもつ必要性があ
る。これは、論作文についても同様なことがいえる。
③実技練習について
実技については、3人の大学教員と学生に協力を
得ながら、教職・教育実習委員会所属の教員がその
コーディネートを行い、定期的に練習を重ねること
ができた。ただ、場所の確保や指導に当たる学生の
確保が困難な場合もあり、年度当初に計画的に実技
練習を組むことや、学生への授業の活用を促すこと
が必要であると考える。
今年度設立したサポートルームの利用人数を表 4

に示した。サポートルームの設置が 6月後半であっ
たこともあるが、学生のニーズとしては 8月以降の
2次試験対策からのニーズが多くなっているといえ
る。特に、8月中旬から後半にかけてが 2次試験に
あたるため、その期間のサポートが最重要になって
くる。しかし、大学自体が休業のため、教室利用が
制限されたり、証明書等が入手できなかったりと課

表 4　体育系教職サポートルーム利用数
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題も見られた。教員採用選考試験のためのサポート
を考えた場合、そういったハード面での充実につい
ても全学規模で見直す必要があると考える。

4．まとめ
本研究では、教員採用選考試験の動向と今後の教
職サポートの在り方についての検討を行ってきた。
教員採用選考においては、使命感や情熱をもって、
様々な教育問題に対処できる即実践型の人材が求め
られているといえる。それにより、どの自治体にお
いても人物重視の試験が課せられるのは今後も変わ
らないと考えられることであり、少子化傾向を考慮
すれば、それがさらに強化されると予想される。そ
ういった状況を踏まえながら、一定の教員採用数を
確保できるよう、今後の教職サポートを充実させて
いかなければならない。
具体的には、教職という仕事に対する意識の高揚
を図り、学び続ける教員としての素地をつくること
である。そのためにも、教職シラバスを再検討し改
善を図るとともに、学生が早い時期から学校現場に
出て教職の価値について学べるような機会を設定す
る必要がある。
また、過去の試験問題や練習問題の提供、採用選
考試験情報の提供、実技試験の練習といった実際の
教員採用選考試験に関する環境整備をより一層充実
させることが重要だと考える。
そうすることで、教職課程認定を受けている大学
としての教育の質保証及び説明責任を果たすことに
もつながっていくであると考える。
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